
様式第二号の八（第八条の四の五関係）

年 5 月 20 日

兵庫県知事 殿

提出者

住所

氏名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

　別紙のとおり

（第１面）

③従業員数 7人

産業廃棄物処理計画書

兵庫県丹波篠山市北新町41

丹波篠山市長　酒井　隆明

079-552-1111

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 日置浄化センター

事 業 場 の 所 在 地 兵庫県丹波篠山市八上上字野中井根637

計 画 期 間 令和 4年4月1日から令和 5年3月31日

①事業の種類 3631　下水道処理施設維持管理業

②事業の規模 年間処理水量　　19万ｍ3／年（令和３年度実績）

令和 4



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（令和　3 年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

（第２面）

　別紙のとおり

①現状

産業廃棄物の種類 0200 汚泥

排出量 22

　別紙のとおり

②計画

産業廃棄物の種類 0200 汚泥

排出量 22

　別紙のとおり

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

　特になし

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

　特になし



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（令和　3 年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（令和　3 年度）実績】

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

t t

（今後実施する予定の取組）

1

　別紙のとおり

（第３面）

①現状

産業廃棄物の種類 0200 汚泥

自ら再生利用を行った
産業廃棄物の量

1

　別紙のとおり

①現状

産業廃棄物の種類 0200 汚泥

自ら熱回収を行った
産業廃棄物の量 0

自ら中間処理により減量した
産業廃棄物の量 2,799

　別紙のとおり

②計画

産業廃棄物の種類 0200 汚泥

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

　別紙のとおり

②計画

産業廃棄物の種類 0200 汚泥

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

0

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量 2,900



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（令和　3 年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和　3 年度）実績】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

（第４面）

①現状

産業廃棄物の種類 0200 汚泥

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産業廃棄物の量

0

　特になし

②計画

産業廃棄物の種類 0200 汚泥

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

0

　特になし

①現状

産業廃棄物の種類 0200 汚泥

全処理委託量 22

優良認定処理業者への
処理委託量 0

再生利用業者への
処理委託量

22

認定熱回収業者への
処理委託量 0

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

0

　別紙のとおり



【目標】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

優良認定処理業者への
処理委託量 0

再生利用業者への
処理委託量

21

　別紙のとおり

認定熱回収業者への
処理委託量 0

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

0

（第５面）

②計画

産業廃棄物の種類 0200 汚泥

全処理委託量 21



（第６面）
備考
　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。
　
　２　当該年度の６月30日までに提出すること。
　
　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
と。

　　(1)　①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　　(2)　②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元
請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業
規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　　(3)　④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了する
までの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
　
　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間処理
を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
　
　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第
６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置
者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者へ
の焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量
について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
　
　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類
が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内
容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記
入すること。

　７　※欄は記入しないこと。



産業廃棄物処理計画書

丹波篠山市　日置浄化センター

令和４年４月



１． 施設の概要

施設名
日置浄化センター

２． 当該事業場において現に行っている事業の概要

（１） 施設概要
平成１６年４月に特定環境保全公共下水道事業として供用開始し、平成２３年度の認可変更を経て
現在に至る。全体計画にて処理区域９９ｈａ、計画処理人口１，９９０人の汚水を、ＯＤ法にて処理し、
晴天日最大処理能力は９００ｍ3となっている。

放流水量 脱水機供給量ケーキ搬出量 濃縮汚泥量

日置浄化センター 189,716 2,821 22

（２） 処理等フローシート

図１　　参照

（３） 処理場配置図

図２　　参照

（４） 廃棄物処理フロー図

図３　　参照

（５） 連絡先

担当部署 丹波篠山市　上下水道部　下水道課
住所 〒669-2397

兵庫県丹波篠山市北新町４１
電話番号 079-552-5062

３． 計画期間

令和　４年　４月　１日　～　令和　５年　３月３１日　　まで
日置1



４． 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（１） 責任者及び管理組織図

統括責任者 所　　属 上下水道部　下水道課　課長
副統括責任者 所　　属 上下水道部　下水道課　業務係長
下水道担当 所　　属 上下水道部　下水道課

組織人数 業務係　２名、工務係　２名、あさぎり苑　５名
廃棄物担当 所　　属 上下水道部　下水道課　下水道係

維持管理委託業者 ２３名
○廃棄物処理に関する各種事項の決定、承認
○廃棄物処理方針の策定
○廃棄物処理に関する検討

副統括責任者　廃棄物の発生抑制、再生利用、中間処理、適正処理の推進、計画
　的な廃棄物の管理運営を行ううえで必要な事項を検討する。

下水道担当○廃棄物処理計画の作成
○処理業者、再生利用業者の調査、選定及び管理

廃棄物担当○委託契約の締結
○マニフェストの交付、管理
○監督官庁への各種報告
○職員、各委託業者に対する指導、啓発
○その他関係する事項

○産業廃棄物処理施設（下水処理場）の運転、維持管理状況の把握
○廃棄物管理状況の把握と改善策の検討
○従業員に対する教育、啓発

廃棄物管理組織　令和　４年度

2

役割

統括責任者

維持管理業者

下水道課長　（統括責任者）

下水道課業務係長　（副統括責任者）

あさぎり苑

維持管理委託業者

廃棄物運搬業者

廃棄物処分業者

業務係　（下水、廃棄物担当）



（２） 管理体制の強化
① 管理体制（組織）

　市役所内の各部署とも協力し、廃棄物処理に対応するための横断的な組織を検討する。
　また、その他の施設管理者の意見も集約し適切な方法を策定する。

② 管理方法
　担当課と各処理場管理委託業者と月に１回程度会議を開催し、廃棄物管理
　規定及び廃棄物化回避または削減について検討する。

（３） 教育・研修
廃棄物の発生状況、処理方法、そして処理に関する留意事項を整理し、定期的に教育・研修を行う。

① 主任技術者研修
技術者を対象とした、産業廃棄物の管理などにおいて排出される汚泥の管理に係る法制度について
大幅な改正が行われるごとに報告、教育を行う制度である。

② 廃棄物処理基礎研修
全ての施設管理者及び関係業者を対象として、廃棄物関係法令、関係官庁の指導方針を周知し、徹
底するための教育制度である。

③ 廃棄物従事者実務研修
各施設の廃棄物従事者を対象とした、廃棄物の取り扱いの実務研修を行う制度である。

（４） 情報公開
 廃棄物処理に関する信頼性を確保するために、廃棄物の発生、分別の状況や、今後の処理計画につ　　

いての情報公開に努める。
　また、必要に応じ日月年報による施設管理記録や水質検査記録、廃棄物処理状況等を公開する。

 　さらに、小学４年生を対象とした社会見学を開催し、処理場内で発生する産業廃棄物の処理状況、
水処理過程について見学してもらい、相互の理解を深める。

５． 廃棄物の処理に関する事項
（排出の抑制、分別、再生利用に関する事項を含む）

（１） 基本的事項
① 産業廃棄物の適正処理を確保するため、関連する法令やその他の規則を遵守するとともに、各行政の

環境施策に協力する。
② 発生した産業廃棄物は自ら処理することを原則とし、処理業者に委託する場合であっても、収集運搬

から処分に至るまで確認し的確に処理する。
③ 最終処分量の削減、数値目標を定め実施する。また、これら処理に関する目標及び計画は、定期的に

必要な見直しを行う。
④ 廃棄物の処理については下記の事項を計画、実施するとともに、関連会社にも随時必要な指導を行う。

・発生の抑制  ⇒下水道利用者に対して適切な使用を呼びかけ、理解を求める。
　　　　　　　　　⇒発生抑制を考慮した水処理運転、効率的な脱水を検討する。
・再生利用     ⇒乾燥汚泥の一部を肥料化し農地還元を推進する。
・中間処理     ⇒脱水効率の向上等による中間処理の推進をする。
・そ  の  他     ⇒処理内容を確認し、各処理業者と適正な委託契約を締結する。

（２） 廃棄物(汚泥）処理の現状
① 当処理施設から発生する産業廃棄物は、下水道処理から発生する

余剰汚泥3,152m3/年、濃度0.8%であり、直接脱水、乾燥により脱水ｹｰｷ、乾燥汚泥として搬出される。
脱水機供給汚泥量は2,821m3/年であり、脱水ｹｰｷ（乾燥含む）量は22ｔ/年　平均含水率は約30％である。
下水流入量はほぼ横ばい状態であり、水処理系統からの余剰汚泥量としても大きな変動はない。

表2　産業廃棄物処理の内訳

② 産業廃棄物の種類別発生・処理状況、産業廃棄物の種類別性状の説明、産業
廃棄物処理の課題を以下に示す。

表3　産業廃棄物の発生、処理状況

水処理 余剰汚泥の脱水、乾燥→(中) ･ ○
工程 2,821 脱水汚泥を堆肥化→(最) ･ ●

30.0% 《100％》 ( 2,821 t/年) → ( 22.0 t/年) ｢管理型｣
日置3

中間処理量 中間処理後残さ量 最終処分量
2821m3/年 22t/年 21t/年

廃棄物の種類発生源 性状
発生量
(基準量)
t/年

処理方法(現状の工程)
-凡例-

(中) : 中間処理､(最) : 最終処分

余剰汚泥
･汚泥
･含水率



表4　産業廃棄物の種類別性状の説明

表5　産業廃棄物処理の課題

その他

（３） 目標の設定について
県内には脱水ケーキの産廃処分場が少なく、大半の脱水ケーキ処分は県外の処理業者に委託しており
運搬、処理コストが高くなっている。脱水ケーキの含水率低下による減量化に努める。

《その他の取り組み》
・脱水ケーキ性状分析の定期実施と処理状況を記録する。
・凝集剤選定のための定期的なテーブルテストを実施する。

 ・処理業者と委託契約を結ぶに当たっての事前の現場確認(処理状況､維持管理状況　　    　､
　周辺状況)と委託後の定期的な確認をする。
・マニフェスト伝票の管理を徹底する。

（４） 産業廃棄物処理施設の設置状況等
当該施設内における産業廃棄物処理施設の設置状況を表6に示す。
現在、汚泥脱水の脱水施設はスクリュープレスの脱水機が1基設置されている。
又、当市における汚泥共同処理乾燥施設(施設外)が1基設置されている。

表6　産業廃棄物処理施設の設置状況

汚泥の
脱水施設

汚泥の
乾燥施設

（５） 廃棄物の処理に係る情報の収集、管理について
 県､市の「産業廃棄物再生利用ネットワーク」への参画。　　

 定期的に廃棄物関係法令や廃棄物の処理技術について情報の収集､とりまとめを行うとともに、　　
各施設の施設管理者へ情報提供を行う。

（６） 将来的課題
① 乾燥施設の設置により脱水ケーキの減量化、及び清掃センターにおける混焼、コンポストによる

緑地還元を目指す。
② 処理区統廃合計画にて小規模処理場の廃合により、その発生汚泥分を水処理系列にて処理するこ

とができ、市全体として脱水ケーキ搬出を抑制することを目指す。
③ 一般家庭や事業場へ広報活動に努めるとともに､阻害物質・ＳＳ分の軽減を促す。
④ 各種機器の計画的な改築・更新により安定した機能を発揮できるよう努める。

日置4

設置年月 設置場所

余剰汚泥
・汚水を処理する過程において、過剰に発生した活性汚泥が余剰汚泥と
なる。
・脱水、乾燥後に含水率 30.0％となる

発生抑制 ディスポーザ等の普及に伴い当初計画よりＳＳ分の増加が見込まれる。

処理対象
産業廃棄

処理方法
処理能力
(脱水後)

設置年月 設置場所

余剰汚泥
スクリュープレス
(含水率80.0％)

30kg-Ds/hr 平成１６年３月 施設内

再生利用 再生利用業者等に関する十分な情報等も不足している。

中間処理
　受入汚泥の性状により、徐々に脱水効率が低下し、それに伴い脱水汚
泥の含水率が上がり、脱水汚泥の量が増え効率が悪くなってくる。
　委託処理において、委託業者の事前調査が不十分な場合がある。      

処理対象
産業廃棄

処理方法
処理能力
(脱水前)

脱水汚泥
直接乾燥

(含水率30.0％)
19.11ｔ/日 平成２４年３月 施設外
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図3　　廃棄物処理のフローシート

日置浄化センター
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